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災 害 発 生 時 の 本 市 へ の 報 告 と 

災 害 復 旧 費 の 助 成 に つ い て 
 

市内で震度５弱以上の地震が発生した場合，対象施設は，被害がない場合でも，速やかに災害

発生状況の報告が必要です。また，被害の程度等により，社会福祉施設等災害復旧費の国庫補助

の制度により，施設の災害復旧に関する費用の一部について補助が受けられることがあります。 

これまでの災害発生時においても，本市への報告等はいただいているところですが，災害の発

生に備え，改めて下記についてご確認をお願いします。 

 

【災害発生時の本市への報告について】 

・市内で震度５弱以上の地震が発生した場合，対象施設は，「災害発生状況報告（様式）」に

より，被害がない場合でも，速やかに以下の報告先までご報告をお願いします。 

※災害発生時は，お電話が込み合う場合がございますので，緊急の場合を除き，ＦＡＸ又は

メールによりご報告をお願いします。 

（担当）仙台市役所 健康福祉局 保険高齢部 介護事業支援課 施設指導係 

電 話：０２２－２１４－８３１８，ＦＡＸ：０２２－２１４－４４４３ 

メール：fuk005180@city.sendai.jp 

 

【災害復旧費の助成について】 

・国庫補助の制度は，「保険金収入等を除いた被害額が 80万円以上」かつ「災害発生の日か

ら 30日以内に国への協議書の提出が行われた」等の要件を満たしたものが協議対象です。 

・「復旧工事の見積書（３社以上）」も含めた本市への協議書等の提出期限は，災害復旧に係

る予算の確保等の都合上，災害発生の日から概ね 15 日以内となりますので，予め手続の

流れや必要な書類等についてのご確認をお願いします。 

・なお，この協議書等の提出の際に申請した金額が，補助対象金額を積算する際の上限とな

りますので，ご留意ください。 

（担当）仙台市役所 健康福祉局 保険高齢部 介護事業支援課 指定係 

電 話：０２２－２１４－８１６９，ＦＡＸ＆メール：同上 

 

※災害発生状況報告の対象施設や各種様式，現時点での災害復旧費助成の対象施設や各種手続の

詳細等については，以下の仙台市ホームページをご確認ください。 

※なお，同ページは，災害の発生の都度更新し，協議書等の提出期限等を掲載していきますので，

制度の活用を検討される施設においては，災害の発生後も，適宜，ご確認をお願いします。 

http://www.city.sendai.jp/korekikaku-shisetsu/jigyosha/fukushi/fukushi/koresha/saig

aifukkyu.html（ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 高齢者施設・介護保険な

どサービス > 居宅サービス・地域密着型サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サ

ービス（事業者向け） > 災害発生時の本市への報告と災害復旧費の助成について） 
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